
民事訴訟法改正の経緯

旧民事訴訟法典（明治２３年）

（大正１５年大改正あり）

社会・経済の変化・発展
↓

民事紛争の複雑化・多様化
↓

旧民事訴訟法が社会状況に合致するかについて疑問提示

平成２年７月 法制審議会民事訴訟法部会

民事訴訟手続の全面見直しの調査・審議を開始

民事訴訟を国民に利用しやすく，分かりやすいものにすることを目標

平成３年 月 「民事訴訟手続に関する検討事項」を作成・公表12

（関係各界に意見照会）

平成５年 月 「民事訴訟手続に関する改正要綱試案」を作成・公表12

（関係各界に意見照会）

平成８年２月 「民事訴訟手続に関する改正要綱」を答申

「民事訴訟法案」を国会に提出

（ ）平成８年６月 民事訴訟法成立 平成１０年１月から施行

（改正の主要点）① 争点及び証拠の整理手続の整備
② 証拠収集手続の拡充
③ 少額訴訟制度の創設
④ 最高裁判所に対する上訴制度の整備

（資料１）


